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～農水産物流通・加工・観光拠点施設④～

観光と農業のにぎわい観光と農業のにぎわい

【お問い合わせ】　ＪＡおきなわ西原支店(☎945-5225)  または 農業委員会事務局(☎945-5281)

　生産した農産物の出荷または販売を行っている方に対し補助金の助成制度があります。補助金を受けるには
「西原町農業生産振興補助金対象者カード」が必要です。このカードは産業課での申請が必要です。申請の際、出
荷または販売を証明する書類（確定申告の写し、出荷伝票など）を申請書に添付して提出する必要があります。

(1)病害虫防除対策事業（農薬購入補助事業）
(2)農業施設設置補助金
　（井戸・ビニールハウス等の設置費用の4分の1以内、
　　10万円を上限に助成）

(3)農業用廃プラスチック処理事業
　（農業を営む際に発生するビニール・農薬の空容器等の
　　処理費の3分の1以内を助成）

(4)さとうきび振興対策事業
　（さとうきびの古株更新を行った場合に坪あたり50円以内を助成）

(5)優良種畜導入事業
　（畜産農家が繁殖用の牛・山羊・豚の種畜を導入するため
　　の経費の5分の3以内を助成）

(6)優良子牛生産奨励事業
　（優良な肉用牛及び乳用牛の増殖を図るため、子牛を生産
　　した者に対する奨励費を1万円以内で助成）

１. 農業に従事する方はだれでも加入できます
　国民年金の第１号被保険者で年間60日以上農業に従事
している方はだれでも加入できます。農地を持っていない
農業者や家族の方も加入できます。脱退も自由です。脱退
しても一時金は支払われませんが、それまでに支払った保
険料は将来年金として受け取れます。

２. 保険料を選択できます
　毎月の保険料は２万円を基本として、最高６万７
千円まで千円単位で選択できます。経済状況や老後
の設計に応じて保険料を設定でき、いつでも見直す
ことができます。

３. 80歳までの保障が付いた終身年金です
　年金は終身受給できますが、仮に加入者や受給者
が80歳前になる前にお亡くなりになられた場合は、
死亡した月の翌月から80歳までに受け取ると仮定し
た金額を死亡一時金として遺族の方が受け取れます。

４. 税制面でメリットがあります
　保険料は全額（年額最高80万４千円）社会保険料控除
（所得控除）の対象となります。
　また、年金は公的年金等控除の対象となります。

５. 意欲ある担い手に保険料控除があります
　60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込ま
れ、一定の条件を満たす方は、基本となる保険料２万円のう
ち、国から助成（政策支援）を受けることができます。
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　全国農業新聞は、全国農業会議所が発行する
農業総合専門誌（週1回金曜日発行/月700円）です。

全国農業新聞を
読んでみませんか
全国農業新聞を
読んでみませんか

西原町役場の正面玄関ロビーでも読むことができます。
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【お問い合わせ】　建設部産業課  農地農政係　☎945-4540

【お問い合わせ】　建設部産業課 農林水産係　☎945-4540

　10月号で地域食材提供施設を紹介しましたが、今回は特産物加工室について説明します。
　当該施設は、地元食材を使った料理教室や食育研修の開催が可能であり、食の安心・安全や地産
地消の推進を図る機能になっています。
　また、本町の基幹作物であるサトウキビを活用したオリジナルスイーツや伝統的島野菜の加工
品（シマナーサーターアンダギーやシマナーそば）開発などの機能も有していて、農家や各種団体
の方が加工品の製造を通して特産品の開発や６次産業化の支援を図る施設になっています。
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農業経営を行っている方へ
～補助金制度があります～
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H28年度 交付金申請受付中！
西原町緊急経済対策住宅リフォーム補助金制度

最高20万円交付！
補助金を活用して住宅リフォームしませんか？【リフォームのプロ集団】

増改築相談員
福祉住環境コーディネーター
建築施行管理技士

残りわずか
 お早めに！

※本施設は平成30年度に
　オープン予定です。


